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建 設 工 事 等 検 査 要 領 
 

（目的） 
第１条 この要領は、別に定めるもののほか、愛知県建設局の発注する工事

（以下「建設局所管工事」という。）、都市・交通局の発注する工事（以下

「都市・交通局所管工事」という。）及び建築局の発注する工事（以下「建

築局所管工事」という。）に係る検査員の行う検査について､必要な事項を

定めるものとする。 
 
（用語の意義） 
第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 
一 工事 建設工事、測量、調査、設計、監理等及び工事用物件（契約金額

が１件 100 万円以下のものを除く。）の購入をいう。 
二 所長委任工事 愛知県財務規則第３条（流域下水道事業にあっては愛知

県流域下水道事業財務規則第３条）により支出負担行為を行うことが所長

に委任された工事をいう（建設工事で当初設計金額が１件３億円以上のも

の及び調査、設計等の業務で公募型又は簡易公募型のプロポーザル方式並

びに公募型又は簡易公募型の競争入札方式により受注者を決定するもの

を除く。）。 
三 本庁施行工事 本庁において、支出負担行為及び施行をする工事をいう。 
四 本庁契約工事 所長委任工事及び本庁施行工事以外の工事で、本庁にお

いて支出負担行為を行う工事をいう。 
五 特別検査工事 所長委任工事で、当初契約金額が原則１件 8,000 万円を

超える建設工事をいう。ただし、衣浦港務所及び三河港務所の建設工事に

あっては、当初契約金額が１件 1,000 万円を超えるものをいう。 
六 契約者 建設工事にあっては請負者を、測量、調査、設計及び監理等（以

下「委託業務」という。）にあっては受注者を、工事用物件の購入にあっ

ては納入者を表し、県と契約を締結した者をいう。 
 
（検査の種類） 
第３条 検査の種類は、次のとおりとする。 
一 完成検査 完成検査は次の場合に行うものとする。 
ア 建設工事が完成したとき。 
イ 部分引渡しにおける指定部分に係る建設工事が完成したとき。 

 二 完了検査 完了検査は次の場合に行うものとする。 
ア 委託業務が完了したとき 
イ 部分引渡しにおける指定部分に係る委託業務が完了したとき 

三 既済部分検査 既済部分検査は、次の場合に工事（工事用物件の購入を
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除く。）の既済部分について行うものとする。 
ア 部分払若しくは部分使用をしようとするとき。 
イ 履行遅滞の場合において、継続施行を承諾しようとするとき。 
ウ 工事の施行を中止しようとするとき。 
エ 契約を解除しようとするとき。 

三 中間検査 中間検査は、建設工事の適正な技術的施工を確保するために

行うものとする。 
 
（工事の検査） 
第４条 建設局、都市・交通局又は建築局が所管する工事の検査は、次によ

り行うものとする。 
一 建設工事のうち、本庁契約工事及び特別検査工事の検査（部分使用に係

る既済部分検査を除く。）並びに本庁施行工事の検査は、建設局長が行う

ものとする。 
二 委託業務のうち、本庁契約工事及び本庁施行工事の検査は、本庁事業課

長が行うものとする。 
三 前二号以外の検査は、所長が行うものとする。 

 
（検査員の任命） 
第５条 検査員は、建設工事のうち、本庁契約工事及び特別検査工事の検査

（部分使用に係る既済部分検査を除く。）並びに本庁施行工事の検査にあっ

ては建設局長が、委託業務のうち、本庁契約工事及び本庁施行工事の検査

にあっては本庁事業課長が、それ以外の検査にあっては所長が任命するも

のとする。 
２ 検査員は、職員のうちから任命するものとする。 
３ 検査員（工事用物件の購入に係る検査員を除く。）の任命の時期は次のと

おりとする。 
一 完成検査、完了検査 
ア 本庁契約工事の建設工事にあっては工事完成報告書又は指定部分完成

報告書の提出が、委託業務にあっては完了報告書又は指定部分完了報告

書の提出が、特別検査工事にあっては工事完成検査依頼書又は指定部分

完成検査依頼書の提出があったとき。 
イ 所長委任工事（特別検査工事を除く。）及び本庁施行工事の建設工事に

あっては、完成通知書又は指定部分完成通知書の提出が、委託業務にあ

っては完了通知書又は指定部分完了通知書の提出があったとき。 
二 既済部分検査 
ア 部分払の場合にあっては、既済部分検査の申し出があったとき。 
イ 部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき。 
ウ 履行遅滞の場合において、継続施行を承諾しようとするとき。 
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エ 工事の中止の場合にあっては、工事の施行を中止しようとするとき。 
オ 契約解除の場合にあっては、契約を解除しようとするとき。 

三 中間検査 
建設局長又は所長が、中間検査の実施を必要と認めたとき。 

４ 工事用物件の購入に係る検査員は、契約締結のときに任命する。 
５ 建設工事のうち、本庁施行工事（建築局所管工事に限る。）の検査を依頼

する場合は、本庁事業課長は、建設局長に検査職員任命依頼書（様式第１

１）により依頼するものとする。 
 
（検査の時期） 
第６条 完成検査は、建設工事の請負契約にあっては完成通知書を受理した

日から１４日以内、その他の契約にあっては完了通知書を受理した日から

１０日以内に行わなければならない。ただし、工事用物件の購入にあって

は納入の都度遅滞なく行うものとする。 
２ 既済部分検査は、検査員任命後遅滞なく行うものとする。 
３ 前２項以外の検査は、必要なとき行うものとする。 
 
（検査の基準等） 
第７条 建設局及び都市・交通局が所管する建設工事の検査は、別に定める

土木工事検査基準に基づき行うものとする。 
 
（検査の準備） 
第８条 建設局長は、建設工事のうち本庁契約工事及び特別検査工事の検査

を行う場合は日時、検査員氏名及び検査対象工事名等を所長に通知するも

のとする。 
２ 所長は、前項の通知があったときは、次の各号について措置するものとす

る。 
一 監督員及び契約者に対する検査実施の通知。 
二 監督員及び契約者に対する測定器具・用具及び関係資料の整備並びに準

備の指示。 
三 その他必要と認める事項。 

３ 本庁施行工事（建築局所管工事を除く。）及び所長委任工事（特別検査工

事を除く。）の検査は、前２項を準用するものとする。 
４ 建設局長は、建設工事のうち、本庁施行工事（建築局所管工事に限る。）

の検査を行う場合は日時、検査員氏名及び検査対象工事名等を本庁事業課

長に検査職員任命通知書（様式第１２）により通知するものとする。 
５ 本庁事業課長は前項の通知があったときは、第２項各号に定める措置を行

うものとする。 
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（検査の立会） 
第９条 建設工事における検査は、監督員及び当該工事の契約者又は現場代

理人及び主任技術者又は監理技術者の立会のもとに行うものとする。 
２ 委託業務における検査は、監督員及び当該委託業務の契約者又は管理技術

者等の立会のもとに行うものとする。 
３ 工事用物件の購入における検査は、前２項を準用するものとする。 
４ 建設局長が行う検査（建築局所管工事を除く。）にあっては、所長若しく

は所長の指名した職員も立会うことができるものとする。 
 
（検査の実施） 
第 10 条 建設工事の検査は、原則として現地において、設計図書等と対比し

てその位置、形状、寸法等の相違及び品質性能、その他必要な事項につい

て確認するものとする。 
２ 委託業務の検査は、契約書、設計図書及びその他関係図書等に基づき、成

果品、その他必要な事項について確認するものとする。 
３ 工事用物件の購入に係る検査は、納入の都度その給付の内容及び数量につ

いて確認するものとする。 
４ 検査員は、完成及び完了検査の結果、その給付が契約内容に適合すると認

めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をするものと

する。 
 
（完成及び完了検査の報告） 
第 11 条 検査員は、完成及び完了検査を行ったときは、該当する検査調書（様

式第１（その１～４））及び建設工事にあっては建設工事検査記録（様式第

５）を作成し、建設工事のうち、本庁契約工事（工事用物件の購入を除く。

以下本条において同じ。）、本庁施行工事及び特別検査工事にあっては建設

局長に、委託業務のうち、本庁契約工事及び本庁施行工事にあっては本庁

事業課長に、その他の工事にあっては所長に提出するものとする。この場

合において、検査の結果その給付に不完全な部分があると認めたときは、

該当する検査調書に修補調書（様式第２）を添えて提出するものとする。 
２ 建設局長は、本庁施行工事（建築局所管工事に限る。）について前項の調

書の提出があったときは、検査結果通知書（様式第３（その１））又は指定

部分完成検査結果通知書（様式第３（その２））に当該調書を添えて本庁事

業課長に通知するものとする。 
３ 建設局長は、本庁契約工事及び特別検査工事について第１項の調書の提出

があったときは、検査結果通知書又は指定部分完成検査結果通知書に当該

調書を添えて所長に通知するものとする。 
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（既済部分検査の報告及び通知） 
第 12 条 検査員は、既済部分検査を行ったときは既済部分検査調書（様式第

４（その１））を作成し、出来形調書（様式第４（その１別紙（建築））又

は同（その２別紙（土木）））を添えて、建設工事のうち、本庁契約工事及

び特別検査工事（部分使用に係る既済部分検査を行った場合を除く。）並び

に本庁施行工事にあっては建設局長に、委託業務のうち、本庁契約工事及

び本庁施行工事にあっては本庁事業課長に、その他の工事にあっては所長

に提出するものとする。 
２ 建設局長は、建設工事のうち、本庁契約工事及び本庁施行工事（建築局

所管工事を除く。）について前項の調書を受理したときは、既済部分検査結

果通知書（様式第４（その２））により、本庁契約工事の場合は所長を経由

して、本庁施行工事の場合は直接契約者に通知するものとし、本庁施行工

事（建築局所管工事に限る。）について前項の調書を受理したときは本庁事

業課長に、特別検査工事について前項の調書を受理したときは所長に、既

済部分検査結果通知書（様式第４（その３））に当該調書を添えて通知する

ものとする。 
３ 本庁事業課長又は所長が第１項の調書を受理したとき又は前項の通知が

あったときは、建設局長、都市・交通局長又は建築局長（以下「建設局長

等」という。）若しくは所長は既済部分検査結果通知書（様式第４（その２））

により契約者に通知するものとする。 
 
（中間検査の報告） 
第 13 条 検査員は、中間検査を行ったときは建設工事検査記録（様式第５）

を作成し、四半期ごとに中間検査結果報告書（様式第６）に添えて建設局

長又は所長に提出するものとする。 
 
（工事用物件の購入に係る検査の報告） 
第 14 条 検査員は、工事用物件の購入に係る検査を行ったときは材料品検収

調書（様式第７（その１）又は同（その２））を提出するとともに納入が完

了したときは、建設局長又は所長に完了検査調書を提出するものとする。 
 
（修補の命令） 
第 15 条 建設局長は、検査員から修補調書を受理したときは、修補指示通知

書（様式第８）により本庁契約工事にあっては所長を経由して契約者に、

本庁施行工事にあっては直接契約者に修補を命じるものとする。 
２ 所長は、建設局長から特別検査工事の修補調書を受理したとき、又は検査

員から所長委任工事（特別検査工事を除く。）の修補調書を受理したときは、

修補指示通知書により契約者に修補を命ずるものとする。 
３ 検査員は、修補を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は､前２項
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の規定にかかわらず、検査の際に修補指示書を契約者に交付することがで

きるものとする。この場合においては、その旨を修補調書に記載し、指示

書の写しにより本庁契約工事及び所長委任工事にあっては所長に、本庁施

行工事にあっては建設局長に通知するものとする。 
 
（修補の確認） 
第 16 条 完成及び完了検査を行った検査員は、修補の完了を確認するための

検査を行わなければならない。ただし、修補の内容が軽易な場合には、実

施状況に関する各種の記録及び工事写真等によりその内容を確認すること

をもって検査に代えることができるものとする。 
２ 前項の検査は、第５条から第１１条まで及び第１５条に準じて行うものと

する。 
３ 検査員は、修補に係る検査を完了したときは速やかに建設局長又は所長に

修補完了検査調書（様式第９）を提出するものとする。 
４ 建設局長は、本庁施行工事（建築局所管工事に限る。）について、修補完

了検査調書を受理したときは、検査結果通知書又は指定部分完成検査結果

通知書に同調書を添えて本庁事業課長に通知するものとする。 
５ 建設局長は、本庁契約工事及び特別検査工事について、第３項の修補完了

検査調書を受理したときは、該当する検査結果通知書に同調書を添えて所

長に通知するものとする。 
 
（臨機の措置） 
第 17 条 検査員は、検査にあたり、事態が重大かつ処理に急を要すると認め

る事項のあるときは、直ちに、本庁契約工事、本庁施行工事及び特別検査

工事にあっては建設局長に、その他の工事にあっては所長に報告し、その

指示を受けなければならない。 
 
（工事成績の評定） 
第 18 条 建設工事が完成したときは、その成績について別に定める建設工事

成績評定要領により評定するものとする。 
２ 委託業務が完了したときは、その成績について別に定める委託業務成績評

定要領により評定するものとする。 
 
（完成及び完了検査結果の通知） 
第 19 条 本庁契約工事及び本庁施行工事にあっては建設局長等が、所長委任

工事にあっては所長が、検査の結果及び建設工事は工事目的物の引渡しの

時期を、委託業務は成果品の引渡しの時期を検査結果合格通知書（様式第

１０（その１）（その２））により契約者に通知するものとし、本庁契約工

事にあっては所長を経由するものとする。 
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２ 本庁契約工事及び本庁施行工事にあっては建設局長等が、所長委任工事に

あっては所長が、指定部分完成検査又は指定部分完了検査の結果及び建設

工事は指定部分に係る工事目的物の引渡しの時期を、委託業務は指定部分

に係る成果品の引渡しの時期を指定部分完成検査合格通知書（様式第１０

（その３））又は指定部分完了検査合格通知書（様式第１０（その４））に

より契約者に通知するものとし、本庁契約工事にあっては所長を経由する

ものとする。 
 
附 則 

１ 従前の要領は、廃止する。 
２ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 
３ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 
４ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 
５ この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 
６ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 
７ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 
８ この要領は、平成２２年１１月１日から施行する。 
９ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
10 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
11 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
12 この要領は、令和３年１月１日から施行する。 
13 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
14 この要領は、令和４年３月１日から施行する。 
15  この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
16 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
17 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
18 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式一覧表 
 
様式第１（その１）      完成検査調書 
様式第１（その２）      完了検査調書 
様式第１（その３）      指定部分完成検査調書 
様式第１（その４）      指定部分完了検査調書 
様式第２           修補調書 
様式第３（その１）      検査結果通知書 
様式第３（その２）      指定部分完成検査結果通知書 
様式第４（その１）      既済部分検査調書 
様式第４（その１別紙（建築）） 出来形調書 
様式第４（その２別紙（土木）） 出来形調書 
様式第４（その２）      既済部分検査結果通知書 
様式第４（その３）      既済部分検査結果通知書 
様式第５           建設工事検査記録 
様式第６           中間検査結果報告書 
様式第７（その１）      材料品検収調書 
様式第７（その２）      材料品検収調書 
様式第８（その１）（その２）  修補指示書 
様式第９（その１）（その２）  修補完了検査調書 
様式第１０（その１）     完成検査合格通知書 
様式第１０（その２）     完了検査合格通知書 
様式第１０（その３）     指定部分完成検査合格通知書 
様式第１０（その４）     指定部分完了検査合格通知書 
様式第１１          検査職員任命依頼書 
様式第１２          検査職員任命通知書 
 
様式取扱い上の注意 
 本要領の様式は、建設工事を基本にして定めたものであるので、委託業務

の場合にあっては、各様式中「工事名、工事場所、請負代金額、請負者」を

「委託業務名、納入場所、業務委託料、受注者」等に適宜改めて使用するこ

と。 



様式第１（その１）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 　 自

　 至

6

7

8

9

10

9

検 査 結 果

摘 要

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日検 査 年 月 日

完 成 年 月 日

請 負 者

完　　成　　検　　査　　調　　書

記

検査員　　　　　　　　　　　　　　　

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所



様式第１（その２）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 　 自

　 至

6

7

8

9

10

10

完　　了　　検　　査　　調　　書

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

検査員　　　　　　　　　　　　　　　

記

委 託 業 務 名

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

業 務 委 託 料

履 行 期 間 　　年　　月　　日

検 査 年 月 日 　　年　　月　　日

検 査 結 果

摘 要

　　年　　月　　日

完 了 年 月 日 　　年　　月　　日

受 注 者



様式第１（その３）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 　 自

　 至

6

7

8

9

10 　　指定部分に相応する請負代金

　　出来形　　　　　　　　　　　　　　　％を認める.

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

検 査 結 果

摘 要

検 査 年 月 日

指　　定　　部　　分　　完　　成　　検　　査　　調　　書

請 負 者

　　年　　月　　日

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

11

記

検査員　　　　　　　　　　　　　　　

工 期

指定部分完成年月日

　　年　　月　　日



様式第１（その４）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 　 自

　 至

6

7

8

9

10 　　指定部分に相応する業務委託料

　　出来形　　　　　　　　　　　　　　　％を認める.

指　　定　　部　　分　　完　　了　　検　　査　　調　　書

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

検査員　　　　　　　　　　　　　　　

記

委 託 業 務 名

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

業 務 委 託 料

履 行 期 間 　　年　　月　　日

検 査 年 月 日 　　年　　月　　日

検 査 結 果

摘 要

12

　　年　　月　　日

指定部分完了年月日 　　年　　月　　日

受 注 者



様式第２

（注）　修補指示書を交付した場合は指示書写しの添付をもって代えることができる。

13

　指示書を交付しました。

修　補　調　書

修 補 を
さ せ る

指 示 し た
内　容不 完 全 な 給 付 内 容



様式第３　（その１）

建　　設　　局　　長

　　　年　　月　　日付け　　第　　号の依頼については、別紙のとおり検査しました。

14

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

完　成　検　査　の　結　果　に　つ　い　て　（　通　知　）

　殿

　



様式第３（その２）

建　　設　　局　　長

　　　年　　月　　日付け　　第　　号の依頼については、別紙のとおり検査しました。

15

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

指　定　部　分　完　成　検　査　の　結　果　に　つ　い　て　（　通　知　）

殿

　



様式第４（その１）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 　 自

　 至

6

7

8 出来形　　　　　　　　　　　　　　　　　パーセント

16

検 査 結 果

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

　　年　　月　　日

請 負 者

検 査 年 月 日

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

既　　済　　部　　分　　検　　査　　調　　書

記

検査員　　　　　　　　　

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日



様式第4（その１　別紙（土木工事））

自

至

パーセント

数 量 金 額 数 量 金 額

単 価種 別 ・ 細 別

出　　　来　　　高

出     来     形     調     書

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

請 負 代 金 額

請 負 者

費 目 ・ 工 種

年　　　月　　　日

備　　　　考

設　　　計　　　高

18

既済部分検査年月日

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

工 期

内　　　　　　訳

出 来 形 パ ー セ ン ト

監 督 員



様式第４　（その1　別紙（建築））

自

至

5

（１） 当 該 年 度 前 払 金

当 該 年 度

出 来 高 予 定 額

当該年度前払い金額

の う ち の 出 来 高

円

円

円

4(3)-5(4)-6

そ の 他

支 払 済 額

上 記 差 額

今 回 支 払 額

年　　　　月　　　　日

円

円

円

円

工 期

6

7

8

前年度出来高予定額

9

前回までの部分払金額及び前年度
までの前払金額

出 来 高

上 記 の ９ 分 金

出　　来　　形　　調　　書

（３）

（２）

（１） 出 来 形 パ ー セ ン ト

工 事 名

工 事 場 所

1

2

3

4

前 払 金 額

請 負 代 金 額

年　　　　月　　　　日

単年度においては0とする。

    においては0とする。

円

％

円

単年度　　　5(1)×4(1)
債務負担
 {4(2)-5(3)}×5(1)/{5(2)-5(3)} ただし≦5(1)

17

（２）

（３）

（４）

7の金額を万円単位にする。ただし債
務負担行為等で、支払金額が決まっ
ている場合はその金額

小数点第３位以下切り捨てる。

契約金額×4(1)×1/100

円
単年度
初年度



様式第４　（その２）

1

2

3

4 　 金　　　　　　　　　　　　　　円

5 　 自

　 至

6

7 　出来形　　　　　　　　　　　　　　　　　パーセント

19

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

検 査 結 果

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

（　愛 知 県　　　　　　　    所 長　）　　　

　既　済　部　分　検　査　の　結　果　に　つ　い　て　（　通　知　）

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

契 約 締 結 年 月 日

　　　年　　月　　日の既済部分検査の結果は、下記のとおりです。



様式第４　（その３）

建　　設　　局　　長

　　　年　　月　　日付け　　第　　号の依頼については、別紙のとおり検査しました。

20

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

既　済　部　分　検　査　の　結　果　に　つ　い　て　（　通　知　）

　殿

　



様式第５
建設事務所

　　　　　　　課　

担当事業課： 　　　　　　課 公単区分：

円 総括監督員

円 主任監督員

円 専任監督員

円

自 　  年  　月  　日

工期 至 　  年  　月  　日

変更至 　  年  　月  　日

請負者 現場代理人

主任技術者

監理技術者

監理技術者補佐

完成年月日 　  年  　月  　日 専門技術者

　  年  　月  　日

検査日 　  年  　月  　日 （進捗率　　　　％） （計画　　　　％）

検査員　 　　　－　(　　　　）

　　　－　(　　　　）

立会者 (県) 　　　－　(　　　　）

(請) 　　　－　(　　　　）

検査日 　  年  　月  　日 （進捗率　　　　％） （計画　　　　％）

検査員 　　　－　(　　　　）

　　　－　(　　　　）

立会者 (県) 　　　－　(　　　　）

(請) 　　　－　(　　　　）

検査日 　  年  　月  　日 （進捗率　　　　％） （計画　　　　％）

検査員 　　　－　(　　　　）

　　　－　(　　　　）

立会者 (県) 　　　－　(　　　　）

(請) 　　　－　(　　　　）

検査日 　  年  　月  　日

検査員

意見・措置

立会者 (県)

(請)

　　　　-　　　　　　-000-15

第
　
　
回

第
　
　
回

検　査　区　分

完成通知書受理年月日

請 負 代 金 額

変 更 設 計 金 額

変更請負代金額

第
　
　
回

評定点

中
　
間
　
検
　
査

建　設　工　事　検　査　記　録

工 事 場 所

路線等の名称

工 事 名

工

事

費

設 計 金 額

21

合　　否判定

検　査　意　見

完成検査

設
　
計
　
概
　
要

（
当
初

）

（
変
更

）

 点　



様式第６

　建　設　局　長　殿
 （　   　所　長）

検査員　職　氏名

　中間検査の結果については下記のとおりです。

事　務　所　名

公 単 計 公 単 計 公 単 計 公 単 計

計

  

   年度　第　  　回　中間検査結果報告書

22

　　　　　　　　　　　　　　　　  年　 月　 日

延注意・指示件数検査対象件数 検査件数 注意・指示件数



　様式第７　　（その１）　

決　　　　　裁　　　　　　欄
出
納
員

材　　　料　　　品　　　検　　　収　　　調　　　書　

年　　　　月　　　　日

　　　　（収 支 等 命 令 者）　　　　殿　　　　　　　

所属課（担当）名
検査員　職　氏名

　　下記のとおり検収したので報告します。

記

　　品　　　　　　　　名 　数　　　量 単　位 　　　品　　質　　・　　形　　　状

備考 　検収数量累計

　（注）　この様式は、取得後直ちに全量を消費する原材料品で、原材料品出納簿の
　　　　記帳を省略するものについて使用する。

23

契 約 数 量

納 入 期 限

契 約 者

収 支 等
命 令 者

契 約 年 月 日

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所



　様式第７　　（その2）　

　　物　　　品　　　出　　　納　　　通　　　知

出 記
納
員 帳

下記の物品を して

ください。

　　年　　　月　　　日 年　度 　　会　計

材　　　料　　　品　　　検　　　収　　　調　　　書　

年　　　　月　　　　日

　　　　（収 支 等 命 令 者）　　　　殿　　　　　　　

所属課（担当）名
検査員　職　氏名

　　下記のとおり検収したので報告します。

記

　　品　　　　　　　　名 　数　　　量  単 位 　　　品　　質　　・　　形　　　状

備　　考 検収数量累計

　（注）　この様式は、原材料品出納簿の記帳を省略しない原材料品について使用する。

執　　行　　機　　関　　決　　裁　　欄 出　　納　　機　　関　　決　　裁　　欄

収 支 等
命 令 者

契 約 数 量

納 入 期 限

契 約 者

契 約 年 月 日

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

24

受入
払出

通　知

備 考



様式第8（その１）

1

2

3

4 金 円

5 自

至

6

7
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（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

修 補 指 示 内 容

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

不完全な給付内容

（　検 査 員　　　　　職　氏 名　）　　　

　　下記工事は、完成検査の結果、給付内容が不完全ですから、愛知県公共工事請負契約約款第３

３条の規定により、　　　　年　　月　　日までに下記のとおり修補することを求めます。

記

　修　補　の　指　示　に　つ　い　て　（　通　知　）



様式第8（その２）

1

2

3

4 金 円

5 自

至

6

7
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業 務 委 託 料

履 行 期 間 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

不完全な給付内容

修 補 指 示 内 容

　修　補　の　指　示　に　つ　い　て　（　通　知　）

　　下記委託業務は、完了検査の結果、給付内容が不完全ですから、愛知県○○○○契約約款第○

○条の規定により、　　　　年　　月　　日までに下記のとおり修補することを求めます。

記

委 託 業 務 名

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

（　検 査 員　　　　　職　氏 名　）　　　



様式第9（その１）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 金 円

5 自

至

6

7

8

9

10

11

　　年　　月　　日

工 期

工 事 名

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

修 補 完 了 年 月 日 　　年　　月　　日

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

修　　補　　完　　了　　検　　査　　調　　書

記

検査員 　　　職氏名　　　　　　　　　　　　　　　

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

27

検 査 結 果

摘 要

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日検 査 年 月 日

完 成 年 月 日

請 負 者



様式第9（その２）

　検査の結果については、下記のとおりです。

1

2

3

4 金 円

5 自

至

6

7

8

9

10

11

修　　補　　完　　了　　検　　査　　調　　書

愛　知　県　知　事　殿

　（所　　　　　　　　長）

　　　年　　月　　日

検査員 　　　職氏名　　　　　　　　　　　　　　　

記

委 託 業 務 名

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

業 務 委 託 料

履 行 期 間 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

完 了 年 月 日 　　年　　月　　日

修 補 完 了 年 月 日 　　年　　月　　日

28

請 負 者

検 査 年 月 日 　　年　　月　　日

検 査 結 果

摘 要



様式第１０（その１）

　下記工事は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 　金　　　　　　　　　　　　　　　　円

5 　自

　至

6

7

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

請 負 代 金 額

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

工 期

　　年　　月　　日引 渡 し 年 月 日

契 約 締 結 年 月 日 　　年　　月　　日

29

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

工 事 名

　　　　　　　　　　　　　　　様

路 線 等 の 名 称

工 事 場 所

記

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

完成検査合格通知書



様式第１０（その２）

　下記委託業務は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 　金　　　　　　　　　　　　　　　　円

5 　自

　至

6

7

　　　第　　　　　 号

　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

完了検査合格通知書

記

委 託 業 務 名

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

業 務 委 託 料

履 行 期 間 　　年　　月　　日

30

　　年　　月　　日

契 約 締 結 年 月 日 　　年　　月　　日

引 渡 し 年 月 日 　　年　　月　　日



様式第１０（その３）

　下記工事に係る指定部分は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 　金　　　　　　　　　　　円

5 　自

　至

6

7

8 　金　　　　　　　　　　　円

出来形 ％

記

契 約 締 結 年 月 日

請 負 代 金 額

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

工 事 場 所

　  　　第　　　　　 号

　  　　年　　月　　日

工 事 名

　　　　　　　　　　　　　　　様

路 線 等 の 名 称

請 負 代 金

指 定 部 分 に 相 応 す る

　　年　　月　　日

工 期

指　定　部　分　完　成　検　査　の　結　果　に　つ　い　て（通　知）

引 渡 し 年 月 日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日
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様式第１０（その４）

　下記委託業務に係る指定部分は　　　　　年　　月　　日の検査に合格しました。

1

2

3

4 　金　　　　　　　　　　　円

5 　自

　至

6

7

8 　金　　　　　　　　　　　円

出来形 ％

　  　　第　　　　　 号

　  　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

愛　知　県　知　事　　　　　　　　　　

（　　　　　　　    　　　　　所 長　）　　　

指　定　部　分　完　了　検　査　の　結　果　に　つ　い　て（通　知）

記

委 託 業 務 名

路 線 等 の 名 称

納 入 場 所

業 務 委 託 料

履 行 期 間 　　年　　月　　日

指 定 部 分 に 相 応 す る

業 務 委 託 料

32

　　年　　月　　日

契 約 締 結 年 月 日 　　年　　月　　日

引 渡 し 年 月 日 　　年　　月　　日
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様式第１１ 

                             年  月  日 

   

  建 設 局 長 殿 

 

                             ○○課長 

 

検査職員の任命について(依頼) 

 

   下記工事の検査職員を任命してください。 
 
                    記 

 

１ 検 査 の 種 類 

２ 工 事 名          

  ３ 路 線 等 の 名 称          

  ４ 工 事 場 所          

  ５ 請 負 代 金 額          

  ６ 請 負 者 

  ７ 工 期              自      年  月  日 

                  至      年  月  日 

  ８ 工 事 概 要     

 

  ９ 専任監督員職氏名 

  10 検 査 希 望 年 月 日            年  月  日 

  11 完 成 予 定 年 月 日            年  月  日 
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様式第１２ 

                             年  月  日 

   

  ○○課長 殿 

 

                           建 設 局 長 

 

検査職員の任命について(通知) 

 

   下記工事の検査職員を任命しました。 
 
                    記 

 

１ 検 査 の 種 類 

２ 工 事 名          

  ３ 路 線 等 の 名 称          

  ４ 工 事 場 所          

  ５ 請 負 代 金 額          

  ６ 請 負 者 

  ７ 工 期              自      年  月  日 

                  至      年  月  日 

  ８ 工 事 概 要     

 

  ９ 検 査 予 定 年 月 日            年  月  日 

  10 検査員所属職氏名          

 


